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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準作成機関である一般財団法人

日本規格協会（JSA）から，産業標準の案を添えて日本産業規格を制定すべきとの申出があり，経済産業

大臣が制定した日本産業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認に

ついて，責任はもたない。 

 

 





 
 

 著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

日本産業規格（案）       JIS 
 X 5150-4：0000 
 (ISO/IEC 11801-4：2017) 

汎用情報配線設備－第 4 部：単独居住者用住宅 
Information technology – Generic cabling for customer premises Part 4: 

Single-tenant homes 
 

序文 

この規格は，2017 年に第 1 版として発行された ISO/IEC 11801-4 を基に，技術的内容及び構成を変更す

ることなく作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で側線又は点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

この規格は，個別要件だけを記載しており，一般要件は，JIS X 5150-1:2021 に記載されている。 

この規格は，住宅内の汎用配線設備を規定している。 

住宅には，一つ以上の建物が含まれる場合（農場など）と複数の住宅が含まれる建物内にある場合（集

合住宅用ビル内の一つの住宅など）とがある。 

集合住宅用施設内の個々の住宅を接続する構内配線設備又は幹線配線設備は，関連する規格（例えば，

JIS X 5150-1:2021 又は IEC 60728）に従って規定されている。 

住宅の分散形ビルサービスのための汎用配線設備は，ISO/IEC 11801-6 に規定されており，前記の施設及

びその中のスペース全てに対応している。 

情報配線技術に関連する規格，すなわち，汎用配線設計のための規格である JIS X 5150 規格群（ISO/IEC 
11801 規格群），施工，運用及び管理の規格に対する規格，並びに敷設された汎用配線設備の試験に対する

規格間の概略的及び文脈上の関係を図 1 に示す。 
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JIS X 5150-1

汎用情報配線設備

－第1部: 一般要件

（ISO/IEC 11801-1）

構内配線設計

規格
配線施工，運用

及び管理

規格

配線試験規格

例

ISO/IEC 11801-4
JIS X 5150-5

（ISO/IEC 11801-5）

ISO/IEC 11801-6

例

ISO/IEC 18598
ISO/IEC 30129

ISO/IEC 14763-3
（JIS X 5151）

例

配線設計
技術仕様書及び

技術報告書

ISO/IEC TR 11801-9901

例

ISO/IEC TR 11801-9902

ISO/IEC TR 11801-9903

ISO/IEC TR 11801-9904

ISO/IEC TR 11801-9905

ISO/IEC TR 24704

ISO/IEC TR 24750

ISO/IEC TS 29125

ISO/IEC 14763-2
（JIS X 5152）

JIS X 5150-2
（ISO/IEC 11801-2）

JIS X 5150-3
（ISO/IEC 11801-3）

JIS X 5153
（ISO/IEC 14763-4）

 
注記 対応 JIS が発行されている場合は並列して記載しているが，発行年度の新しい方を最初に記

載し，古い方は括弧で記載した。また，JIS X 5150-1 については JIS X 5150 規格群全体の一

般要件であるため，規格名称を記載している。 

図 1－汎用配線設備文間の関係 

この規格で規定している汎用配線設備は，利用者に次のものを提供する。 

a) 様々な設備及び運用環境における幅広いアプリケーションをサポートすることが可能な，特定のアプ

リケーションへの依存度が低いシステム 

b) 変更が容易で，かつ，経済性のある柔軟な手法（スキーム） 

c) 配線部材の公開市場内のマルチベンダサプライチェーン 

さらに，この規格は，次のものも提供する。 

d) 具体的な要件が分かる前，すなわち，建設又は改修の初期計画において配線設備を収容し，かつ，場

所の要件が定義されたときに，定義が進むにつれて適用が可能なガイダンスを関連業界の専門家に提

供する。 

e) 現在の製品をサポートし，かつ，将来の製品開発及びアプリケーションの標準化のための基礎となる

配線システムを産業界及び標準化団体に提供する。 
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f) アプリケーション固有の配線システムの利用者，設計者及びメーカに，この汎用配線設備への接続に

関するアドバイスを提供する。 

g) 配線部材のサプライヤ及び配線の施工業者に関連要件を提供する。 

h) サービスプロバイダにサービスの配信システムを提供する。 

この規格で取り上げるアプリケーションは，IEC の専門委員会（ISO/IEC JTC 1 の小委員会を含む）及

び ITU-T の研究グループによって開発された次のアプリケーションを含んでいる。 

－ 情報通信技術（ICT） 

－ 放送通信技術（BCT） 

この規格は，配線設備が前記のサービスの一つだけをサポートするように設計されている場合にも適用

する。JIS X 5150-1:2021 の附属書 E に記載されたアプリケーションの物理層の要件は，この規格で規定す

る配線性能との互換性が考慮されている。また，様々な国の施設の構造及び箇条 6 に示すモデルに関する

統計を用いて，配線部材の要件を開発し，配線システムへの配置を規定している。 

その結果として，この規格は，次のものを規定又は採用している。 

1) JIS X 5150-1:2021 の附属書 E のアプリケーションを含み，かつ，これに限定されない幅広いアプリ

ケーションをサポートする汎用配線設備に対する構造を規定している。 

2) JIS X 5150-1:2021 に規定されているクラス D，クラス E，クラス EA，クラス F，クラス FA 及びクラ

ス BCT-B の平衡配線チャネル及び平衡配線リンクを採用している。 

3) JIS X 5150-1:2021 に規定されているクラス BCT-C の同軸配線チャネル及び同軸配線リンクを採用

している。 

4) JIS X 5150-1:2021 に規定されている光ファイバ配線チャネル要件及びリンク要件を採用してる。 

5) JIS X 5150-1:2021 に規定されている部材の要件を採用し，アプリケーションの特定グループ（クラ

スなど）の要件に適合する又は上回る，パーマネントリンク性能及びチャネル性能を保証する配線

設備の施工を規定している。 

汎用配線システムの平均寿命は，環境条件，サポートするアプリケーション，ケーブルに用いる材料の

経年劣化，経路へのアクセスなど，その他の要因によって異なる（構内の配線経路は，建物内の配線経路

よりもアクセスが困難である。）。部材を適切に選択することによって，この規格要件に適合する汎用配線

システムの平均耐用年数は，少なくとも 10 年になると予想されている。 

この規格は，JIS X 5150-1:2021 の附属書 E に記載されたアプリケーション規格に規定されている要件を

考慮している。JIS X 5150-1:2021 の附属書 E は，適切な規格が利用可能な場合には，部材及び試験方法に

対する規格を引用している。 

1 適用範囲 

この規格は，単独居住者用住宅の汎用配線設備について規定する。住宅は，一つ以上の建物を含むこと

も又は複数の住宅を含む建物内にあることも適用可能である。この規格は，平衡配線設備，光ファイバ配

線設備及び同軸配線設備を含む。 

この規格は，次の二つのアプリケーショングループのための汎用配線設備を規定する。 

1) 情報通信技術（ICT） 
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2) 放送通信技術（BCT） 

この規格は，直接に又は JIS X 5150-1:2021 の引用によって，次の事項を規定する。 

a) 住宅内に対する汎用配線設備の構造及び最小構成 

b) 通信アウトレット（TO）及びブロードキャストアウトレット（BO）のインタフェース 

c) 配線リンク及び配線チャネルに対する性能要件 

d) 施工要件及びオプション 

e) 配線部材に対する性能要件 

f) 適合性要件及び検証手順 

安全性要件及び電磁両立性（EMC）要件は，この規格の適用範囲外とし，他の規格，法律などの規制に

よる。しかしながら，この規格に示す情報は，これらの要件に適合させるための助けになる。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 
ISO/IEC 11801-4:2017，Information technology–Generic cabling for customer premises–Part 4: Single-

tenant homes＋Corrigendum 1:2018（IDT） 

なお，対応の程度を表す記号“IDT”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“一致している”こと

を示す。 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。これらの引用規格のうち，西暦年を付記してあるものは，記載の年の版を適用し，その

後の改正版（追補を含む。）は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は，その最新版（追補を含む。）

を適用する。 

JIS X 5150-1:2021 汎用情報配線設備－第 1 部：一般要件 
注記 対応国際規格における引用規格：ISO/IEC 11801-1:2017，Information technology–Generic cabling 

for customer premises–Part 1: General requirements（IDT） 

IEC 60728 (all parts)，Cable networks for television signals, sound signals and interactive services 

IEC 61754-20 (all parts)，Fibre optic interconnecting devices and passive components – Fibre optic connector 
interfaces – Part 20: Type LC connector family 

ISO/IEC 14763-2，Information technology – Implementation and operation of customer premises cabling – Part 
2: Planning and installation 

ISO/IEC 30129，Information technology – Telecommunications bonding networks for buildings and other 
structures 

3 用語，定義及び略号 

3.1 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，次によるほか，JIS X 5150-1:2021 及び ISO/IEC 14763-2 による。 

3.1.1 
アプリケーションアウトレット（application outlet） 
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通信アウトレット又は放送アウトレット 

3.1.2 
バラン（balun） 

平衡部材と不平衡部材との間のインピーダンス変換を提供する装置 

3.1.3 
放送アウトレット，BO（broadcast outlet） 

端末機器にインタフェースを提供する固定形接続器具 

3.1.4 
対象エリア（coverage area） 

住宅内の任意のアプリケーションが利用可能となるエリア 

3.1.5 
住宅（home） 

住居として用いる物理的な構造物 
例 一戸建て住宅又は共同住宅 

注釈 1 これは，個別の建物，大きな建物の一部又は複数の建物である可能性がある。 

3.1.6 
ホームネットワークインタフェース，HNI（home network interface） 

単独居住者用住宅の中でテレビ信号，音声信号及び双方向サービスを配信するネットワークに接続する

ためのインタフェース 

3.1.7 
住宅用一次ケーブル（primary home cable） 

住宅用一次配線盤を通信アウトレット又は放送アウトレットに接続するケーブルで，住宅用二次配線盤

が存在する場合は，住宅用一次配線盤を住宅用二次配線盤に接続するケーブル 

3.1.8 
住宅用一次配線盤（primary home distributor） 

住宅用一次ケーブルの始点となる配線盤 

3.1.9 
住宅用二次ケーブル（secondary home cable） 

住宅用二次配線盤を通信アウトレット又は放送アウトレットに接続するケーブル 

3.1.10 
住宅用二次配線盤（secondary home distributor） 

追加の配線設備に柔軟性を提供するために用いる，及び／又は住宅用一次配線盤と対象エリアとの間で

伝送機器を割り当てるために用いる配線盤 
注釈 1 例えば，複数階がある住宅など。 

3.2 略語 

この規格で用いる略号は，次によるほか，JIS X 5150-1 による。 
BO 放送アウトレット（broadcast outlet） 
ENI 外部ネットワークインタフェース（external network interface） 
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HNI ホームネットワークインタフェース（home network interface） 
PHD 住宅用一次配線盤（primary home distributor） 
SHD 住宅用二次配線盤（secondary home distributor） 
TV テレビ（television） 
UHF 極超短波（ultra-high frequency） 
VHF 超短波（very high frequency） 

4 適合性 

この規格に適合するために，配線設備は，次によって施工しなければならない。 

a) 構成及び構造は，箇条 5 に規定する要件に適合しなければならない。 

b) チャネルは，チャネルが箇条 6 の該当する環境クラスで定義している局所的な環境条件（注記 2 参照）

にさらされている場合，箇条 6 に規定する要件に適合しなければならない。 

これは，次の条件のうち，いずれかで達成しなければならない。 

1) 箇条 6 に規定するチャネル性能に適合することを保証するチャネルの設計及び施工 

2) 箇条 7 に規定する性能クラスを満足するパーマネントリンクへの適切な部材の取付け。チャネル性

能は，箇条 7 の要件に適合したリンクの両端にこの規格に適合した複数のコードを取り付けること

によってチャネルが構成される場合に保証されなければならない。 

3) E1 環境において，性能モデルの統計的手法に基づいて，箇条 8 の基本配線構成，並びに箇条 9，箇

条 10 及び箇条 11 の要件に適合し，互換性のある配線部材を用いる。 

注記 1 この方法は，クラス BCT-B 配線設備の全てのパラメータには適用可能でない。 

c) TO 及び BO における配線設備へのインタフェースは，箇条 6 の該当する環境区分で定義しているよ

うに，接続器具が局所的な環境条件（注記 2 参照）にさらされている場合，かん合するインタフェー

ス及び性能に関する箇条 10 の要件に適合しなければならない。 

d) 配線設備構造の他の場所における接続器具は，箇条 6 の該当する環境区分で定義しているように，接

続器具が局所的な環境条件（注記 2 参照）にさらされている場合，箇条 10 に規定する性能要件に適合

しなければならない。 

e) ISO/IEC 14763-2 及び ISO/IEC 30129 の要件に適合しなければならない。 

この規格は，採用する試験及びサンプリング水準について規定していない。箇条 6 及び箇条 7 のチャネ

ル及びリンク要件への適合性を評価するための試験方法は，JIS X 5150-1:2021 による。測定する試験パラ

メータ，サンプリング水準及び特定の設備に適用する測定結果の取扱いは，ISO/IEC 14763-2 によって作

成する，その配線設備の施工仕様及び品質計画で定義しなければならない。 

チャネルまでを提供しない場合は，リンクの適合性をもってこの規格への適合性を検証しなければなら

ない。 

“暫定値”と記載した仕様は，暫定仕様であり，この規格への適合性は要求されていない。 

注記 2 配線施設又は配線部材に適用される JIS X 5150-1:2021 の 6.2.2 の環境区分は，配線施設又

は配線部材がおかれている環境の区分である。 

5 汎用配線システムの構造 
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5.1 一般 

箇条 5 は，ICT 及び／又は BCT アプリケーションをサポートする汎用配線システムの機能要素を明らか

にし，サブシステムを形成するためにそれらをどのように相互接続するかを説明し，アプリケーション固

有の部材が汎用配線設備に接続されているインタフェースを明らかにしている。 

箇条 6 に規定するチャネルは，通常，ケーブル内で又は汎用配線設備へのインタフェースで，同じ又は

異なるアプリケーションクラスの複数アプリケーションの同時送信をサポートしない。複数のアプリケー

ションによる部材の共用は，適用すべき追加の性能要件及び／又は供給業者の説明書が必要になる場合が

ある。これらの要件は，この規格の適用範囲外とする。 
 

5.2 機能要素 

汎用配線設備の機能要素は，次のもので構成する。 

a) 住宅用一次配線盤（PHD）－JIS X 5150-1:2021 の配線盤 2 と同等なもの。 

b) 住宅用一次ケーブル－JIS X 5150-1:2021 のサブシステムケーブル 2 と同等なもの。 

c) 住宅用二次配線盤－（SHD）－JIS X 5150-1:2021 の配線盤 1 と同等なもの。 

d) 住宅用二次ケーブル－JIS X 5150-1:2021 のサブシステムケーブル 1 と同等なもの。 

e) アプリケーションアウトレット（TO 又は BO）－JIS X 5150-1:2021 の TE アウトレットと同等なもの。 

注記 SHD 及び住宅用二次ケーブルは，オプションの機能要素である。 

使用する機能要素の種類及び数は，施設の種類及び提供されるアプリケーショングループによって異な

る。複数の機能要素を一つの要素にまとめることが可能である。 

汎用配線システムの特定の施工で用いる機能要素は，相互に接続されて配線サブシステムを構成する。

アプリケーションアウトレット及び配線盤での機器の接続は，アプリケーションをサポートする。 

機器コードは，機能要素に含まれない。機能要素の収容及び機器と機能要素とを同じ場所に配置するた

めの設備は，5.6 に示す。 

5.3 ICT 及び BCT の配線サブシステム 

5.3.1 一般 

ICT 及び／又は BCT アプリケーションをサポートする汎用配線システムの要素には，最大二つの配線サ

ブシステムが含まれている。すなわち，図 2 に示すように，住宅用一次配線サブシステム及び住宅用二次

配線サブシステムである。 
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住宅用一次配線
サブシステム

住宅用二次配線
サブシステム 機器配線

汎用配線システム

SHDPHD BO又はTO

 
記号説明 

PHD 住宅用一次配線盤 

SHD 住宅用二次配線盤 

BO 放送アウトレット 

TO 通信アウトレット 

TE 端末機器 

図2－汎用配線システムの構造 

サブシステムの構成は，5.3.2 及び 5.3.3 で説明する。この規格への適合には，住宅用二次配線サブシス

テムは必要ない。 

配線盤及びアプリケーションアウトレットは，敷設されたケーブルによって構築されたトポロジに加え

て，トポロジをサポートするように配線設備を構成するための手段を提供する。 

住宅用一次配線サブシステムと PHD でのネットワークアクセス配線設備との間の受動的な接続は，通

常，クロスコネクトを用いて行う（図 3 参照）。 

PHD におけるアプリケーション固有の機器への接続は，通常，インタコネクトを用いて行う（図 4 参

照）。能動的な機器は，住宅で使用可能であり，又はネットワークアクセス配線設備にアプリケーション固

有の接続を提供可能である。 

SHD における配線サブシステム間の接続は，アプリケーション固有の機器を必要とする能動的な接続，

又はパッチコード若しくはジャンパを介したクロスコネクトを用いた受動的な接続のいずれかである（図

3 参照）。 
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EQP C C
機器コード

PHD

C

配線サブシステム

配線サブシステム

ネットワークアクセス配線

EQP C C
機器コード

SHD

C

配線サブシステム

配線サブシステム

配線サブシステム

インタコネクトモデル

PHD

C
配線サブシステム

ネットワークアクセス配線
C

パッチコード

SHD

C
配線サブシステム

配線サブシステム
C

パッチコード

クロスコネクトモデル  
記号説明 

 C  接続点 

EQP 伝送装置 

PHD 住宅用一次配線盤 

SHD 住宅用二次配線盤 

注記 点線の要素は，機能要素を収容するきょう（筐）体ではなく，機能要素の境界を表す。 

図 3－インタコネクトモデル及びクロスコネクトモデル 
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住宅用一次配線サブシステム

C

ネットワーク
アクセス配線

C

EQP

C

EQP

C

C

C C C

C

C

PHD

TO又はBO

情報配線システム
 

記号説明 
 C  接続点 

PHD 住宅用一次配線盤 

EQP 伝送装置 

BO 放送アウトレット 

TO 通信アウトレット 

注記 点線の要素は，機能要素を収容するきょう（筐）体ではなく，機能要素の境界を表す。 

図 4－PHD におけるインタコネクト及びクロスコネクト 

5.3.2 住宅用一次配線サブシステム 

住宅用一次配線サブシステムは，PHD から TO 又は BO まで拡張している。 

SHD を用いる場合，住宅用一次配線サブシステムは，PHD から SHD まで拡張している。このサブシス

テムは，次のものを含む。 

a) 住宅用一次ケーブル 

b) 必要に応じて，SHD，TO 又は BO における住宅用一次ケーブルの機械的な終端 

c) 接続器具を含めた PHD における住宅用一次ケーブルの機械的な終端，例えば，インタコネクト又はク

ロスコネクト（図 3 参照） 

d) PHD におけるネットワークアクセス配線設備への全てのインタコネクト 

e) TO 又は BO（SHD が用いられていない場合） 

機器コードは，伝送機器を配線サブシステムに接続するために用いるが，それらはアプリケーション固

有となることがあるため，配線サブシステムの一部とはみなさない。住宅用一次配線サブシステムは，PHD
におけるネットワークアクセス配線設備へのインタフェースは含まない。 

5.3.3 住宅用二次配線サブシステム 

住宅用二次配線サブシステムは，SHD から TO 又は BO まで拡張している。このサブシステムは，次の
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ものを含む。 

a) 住宅用二次ケーブル 

b) TO 又は BO における住宅用二次ケーブルの機械的な終端 

c) SHD における住宅用二次ケーブルの機械的な終端 

d) SHD における全てのクロスコネクト 

e) TO 又は BO 

機器コードは，伝送機器を配線サブシステムに接続するために用いられるが，それらはアプリケーショ

ン固有となることがあるため，配線サブシステムの一部とはみなさない。 

5.4 配線構造 

ICT 及び／又は BCT アプリケーションをサポートする汎用配線設備において，配線サブシステムの機能

要素を接続して，図 5 に示すような階層構造を形成する。 

 

住宅用

一次配線
サブシステム

PHD

SHDSHD

TO/BOTO/BO TO/BO TO/BOTO/BO TO/BOTO/BOTO/BO TO/BO

PHD

住宅用

一次配線
サブシステム

住宅用

二次配線
サブシステム

 
記号説明 

PHD 住宅用一次配線盤 
SHD 住宅用二次配線盤 
TO/BO 通信アウトレット又は放送アウトレット 

図 5－ICT 及び BCT アプリケーションをサポートする汎用配線システムの階層構造 

ICT 及び BCT アプリケーションにおいて，配線設備は，配線盤からアプリケーションアウトレットまで

スター形トポロジをもたなければならない（図 5 参照）。 

必要に応じて，PHD 又は SHD ではバス形トポロジで構成することが望ましい。配線設備が配線サブシ

ステムに接続されてバス形接続又はマルチドロップ形接続が構成される場合，この構成は，この規格の適

用範囲外とする。 

5.5 インタフェース 

5.5.1 機器インタフェース及び試験インタフェース 

汎用配線設備の機器インタフェースは，配線盤及びアプリケーションアウトレットに存在する。配線設

備の試験インタフェースは，それぞれのサブシステムの端に存在する。 

図 6 に，汎用配線システム内の潜在的な機器インタフェース及び試験インタフェースを示す。 
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伝送機器及び端末機器は，通常，機器コードを用いて機器インタフェースに接続する。 
 

  TE EQP C

PHD

C

TI TI

EI

C C
TO/BO

TI

EI

TI

住宅用一次配線サブシステム

  TE EQP C

SHD

C

TI TI

EI

C C
TO/BO

TI

EI

TI

住宅用二次配線サブシステム

 EQP C

PHD
EI

TI TI

C C C

SHD
EI

TI

EI

TI

  TEC C
TO/BO

TI

EI

TI

住宅用一次配線
サブシステム

住宅用二次配線
サブシステム

 EQP C

PHD
EI

TI TI

C C C

SHD
EI

TI

EI

TI

  TEC C
TO/BO

TI

EI

TI

住宅用一次配線
サブシステム

住宅用二次配線
サブシステム

EQPC C

 
注記 1 点線内の要素は，機能要素を収容するきょう（筐）体ではなく，機能要素の境界を示す。 

注記 2 BCT-C アプリケーション（箇条 6 参照）の場合，試験インタフェースは，JIS C 5410-1 に従って規定され

る。 
記号説明 
  C  接続点 

EI 機器インタフェース 
TI 試験インタフェース 
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EQP 伝送装置 

TE 端末機器 
PHD 住宅用一次配線盤 
SHD 住宅用二次配線盤 
BO/TO 放送アウトレット又は通信アウトレット 

図 6－ICT 及び BCT アプリケーションをサポートする機器インタフェース及び試験インタフェース 

5.5.2 チャネル及びパーマネントリンク 

5.5.2.1 チャネル 

ICT 及び／又は BCT アプリケーションをサポートする配線設備の場合，チャネルは，図 7 に示すように

住宅用配線サブシステム及び機器コードで構成される。 

配線チャネルは，サポートするアプリケーションに必要な性能を満足するように設計することが重要で

ある。チャネルの性能は，アプリケーション固有の機器での接続部を含まない。 

配線チャネルの伝送性能は，箇条 6 に詳しく説明している。 

箇条 6 の関連するチャネル性能が満たされている場合，配線盤において受動的なクロスコネクトを介し

た二つのアプリケーションアウトレット間のチャネルの構成が許される。 

それぞれのアプリケーショングループの最大チャネル長さは，使用するケーブル及び接続器具の性能に

よる（箇条 8 の基本配線構成を用いた最大チャネル長さは，表 1 及び表 2 参照）。 

アプリケーションの性能要件が許す場合，必要に応じて配線サブシステムと機器コードとを受動的に接

続することによって，より長いチャネルが形成可能である。 

5.5.2.2 パーマネントリンク 

SHD がない場合，パーマネントリンクは，図 7 に示すように住宅用一次ケーブルと，アプリケーション

アウトレット及び PHD でのそのケーブルの終端とで構成される。 

SHD がある場合，パーマネントリンクは，図 7 に示すように住宅用一次ケーブルと，SHD 及び PHD で

のそのケーブルの終端とで構成され，また住宅用二次ケーブルと SHD 及びアプリケーションアウトレッ

トでのそのケーブルの終端とで構成される。 

パーマネントリンクは，敷設した配線設備の両端の接続点を含む。 

パーマネントリンクの伝送性能は，箇条 7 に詳しく説明している。 
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  TE

PHD

C
TO/BO

パーマネントリンク

CC EQP C

チャネル

PHD

C EQP C CC CC   TEC
TO/BO

C EQP

パーマネントリンク

チャネル チャネル

パーマネントリンク
SHD

PHD

C EQP C C C   TEC
TO/BO

C

パーマネントリンク

チャネル

パーマネントリンク
SHD

 
注記 点線内の要素は，機能要素を含むきょう（筐）体ではなく，機能要素の境界を示す。 
記号説明 
  C  接続点 

EQP 伝送装置 

TE 端末機器 
PHD 住宅用一次配線盤 
SHD 住宅用二次配線盤 
BO/TO 放送アウトレット又は通信アウトレット 

図 7－住宅内におけるチャネル及びパーマネントリンク 

5.5.3 ネットワークアクセス配線設備 

図 8 に示すように，ネットワークアクセス配線設備は，PHD で提供する。 

単独居住者用住宅を含む施設において，ネットワークアクセス配線設備は，外部ネットワークインタフ

ェース（公衆又は私有）と PHD との間の接続を提供する。 

複数の住宅を含む施設において，ネットワークアクセス配線設備は，国の条例又は現地の規則に従って，

次の接続も提供可能である。 

a) 同一施設内の個々の住宅間 

b) 施設の外部ネットワークインタフェース（公衆又は私有）及びそれぞれの住宅の PHD 間 

汎用配線システムと住宅内の外部ネットワークインタフェースとの間を直接接続するために用いる場合，
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ネットワークアクセス配線設備の性能は，顧客のアプリケーションの初期設計及び施工の一部として考慮

することが望ましい。 

汎用配線システムと同じ施設内（ただし，住宅用配線盤がサービスを提供する住宅ではない）の外部ネ

ットワークインタフェースとの間の直接接続を提供するために用いる場合，ネットワークアクセス配線設

備は，次の規格に適合しなければならない。 

1) ICT アプリケーションに関する JIS X 5150-1:2021 

2) BCT アプリケーションに関する IEC 60728 

住宅内のネットワークアクセス配線設備へのインタフェースは，その住宅にサービスを提供するインタ

フェースだけとする。 

ネットワーク
アクセス
配線

ネットワーク
アクセス
配線

外部サービス

住宅用二次配線盤がない単独居住者住宅

ネットワーク
アクセス
配線

ネットワーク
アクセス
配線

外部サービス 外部サービス

ネットワーク
アクセス
配線 ネットワーク

アクセス
配線住宅用二次配線盤がある単独居住者住宅

集合住宅を含む施設

 
注記 一部のネットワークアクセス配線設備は，バス形構造を用いている。 
記号説明 
 

BFE ビル内引込み設備 

ENI 外部ネットワークインタフェース 
PHD 住宅用一次配線盤 
SHD 住宅用二次配線盤 

図 8－住宅とネットワークアクセス配線設備との相互接続の例 

5.5.4 外部ネットワークインタフェース 

外部通信サービスを提供するための外部ネットワークへの接続は，ENI で行われる。ENI が存在する場

合，ENI の場所及び必要な施設は，国の条例，地方の条例及び現地の規則によって規定される場合がある。

ENI を設置するために，サービスプロバイダに連絡しなければならない。 

5.6 機能要素の収容設備 

5.6.1 一般 
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図 9 は，住宅における汎用配線設備の主要な機能要素を示す。 

伝送装置

 
記号説明 

 破線の設備は，この規格の適用範囲外とする。 

BFE ビル内引込み設備 
ENI 外部ネットワークインタフェース 
PHD 住宅用一次配線盤 
BO 放送アウトレット 
TO 通信アウトレット 

図 9－住宅用汎用配線設備の概要 

配線盤は，配線設備及び関連する伝送機器を収容し，配線設備との接続の管理を可能にするためにアク

セス可能な，及び適切な大きさをもった指定された場所に配置しなければならない。その場所には，伝送

機器に適した電源を供給しなければならない。 

場所に対する要件及び推奨事項は，ISO/IEC 14763-2 に規定されている。 

ケーブルを収容するための経路に対する要件及び推奨事項は，ISO/IEC 14763-2 に規定されている。 

5.6.2 対象エリア 

5.6.2.1 一般 

アプリケーションアウトレットの数及び配置は，対象エリアのサイズ及び機能に依存する。 

次の要件は，現地の規則で明確に除外されている部屋及び（これらの要件が推奨事項とみなされる）浴

室以外の部屋に適用する。 

10 m2 までの部屋ごとに，及び 10 m2 より大きな部屋内の 10 m2 ごとに，ICT アプリケーション用に少な

くとも一つの TO を設置しなければならない，かつ，BCT アプリケーション用に少なくとも一つの BO を
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設置することが望ましい。例えば，25 m2 の部屋には，三つの TO を設置しなければならない，かつ，三つ

の BO を設置することが望ましい。 

TO 及び BO は，単一又はグループの低電圧電源コンセントの近くに設置しなければならない。一つの部

屋に複数の TO 又は BO を設置する場合，それらを部屋の周囲にほぼ等間隔で配置しなければならない。 

場合によっては，対象エリア内のアプリケーションアウトレットは，建物の外面又は構内の別の建物に

設置してもよい（図 10 参照）。 
 

二つのビルからなる単独居住者用住宅

 
記号説明 

BFE ビル内引込み設備 
ENI 外部ネットワークインタフェース 
PHD 住宅用一次配線盤 
TO/BO 通信アウトレット又は放送アウトレット 
TO 通信アウトレット 

図 10－住宅用配線サブシステムの相互接続 

5.6.2.2 ケーブルの条件 

ICT チャネルにおいて，住宅用一次ケーブル（又は必要に応じて住宅用二次ケーブル）は，6.3.2.1 に従

って ICT チャネルをサポート可能な四つの平衡対を含まなければならない。 

BCT チャネルにおいて，住宅用一次ケーブル（又は必要に応じて住宅用二次ケーブル）は，次のいずれ

かでなければならない。 

a) 6.3.2.2 に従って BCT-B チャネルをサポート可能な対を少なくとも一つ含む平衡ケーブル。 

b) 6.3.3 に従って BCT-C チャネルをサポート可能な同軸ケーブル。 
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光ファイバケーブル，追加の平衡ケーブル（ICT 及び／又は BCT アプリケーション用）又は同軸ケーブ

ル（BCT アプリケーション用）は，次に応じて提供することが望ましい。 

1) アプリケーションの数及び組合せ（衛星放送，CATV のマルチケーブル放送，住宅内の映像など）。 

2) 提供するアプリケーションアウトレットの数 

5.6.2.3 ケーブル共用 

ICT ケーブルは，多様な ICT アプリケーションをサポート可能である。このような場合，平衡配線設備

のために追加要件を考慮しなければならない。追加の漏話要件は，JIS X 5150-1:2021 の 9.3.2.5.3 に規定さ

れている。 

9.2.2 の 4 対 BCT-B ケーブルは，ICT アプリケーションをサポート可能である。 

ICT 及び BCT の両方のアプリケーションをサポートするケーブルの要件は，この規格の適用範囲外とす

る（5.1 参照）。 

5.6.3 範囲及び構成 

5.6.3.1 配線盤 

それぞれの住宅は，一つの PHD を設置しなければならない。PHD の物理的な大きさは，サービスが提

供されているインフラストラクチャの複雑さに依存する。 

配線盤の設計では，パッチコード，ジャンパ及び機器コードの長さを最小限に抑え，管理者は，運用中

に設計の長さを維持することを保証することが望ましい。 

配線盤は，施工の結果として生じるケーブル長さが箇条 6 のチャネル性能要件と一致するように配置し

なければならない。箇条 6 に記載する基本配線構成において，表 1 の最大チャネル長さは，次の制限に従

って遵守しなければならない。 

a) 全てのアプリケーションが表 1 に示す最大長さでサポートされているわけではなく，敷設されたチャ

ネル上で特定のアプリケーションをサポートするためには，配線設備の媒体及び種類の組合せが必要

になる場合がある。 

b) 国の条例，地方の条例及び現地の規則又はサービスプロバイダの指示によって，アプリケーションア

ウトレットと外部ネットワークインタフェースとの間の最大チャネル長さが制限される場合がある。 

 
表1－ICT/BCTチャネルの基本配線構成における最大チャネル長さ 

配線タイプ 
ICT BCT-B BCT-C 

100 m 
-L 11.8 m -L 34 m 
-M 25 m -M 73 m 

注記 1 -L チャネルでは，47 MHz～862 MHz の周波数範囲にわたって BCT アプリケーションを補償なしで配

信可能であるが，-M チャネルでは，その周波数範囲にわたって最大 6 dB の補償が必要である。 
注記 2 基本配線構成は，より短い長さの使用を制限することを目的としたものではない。 

5.6.4 接続器具 

接続器具は，それぞれの導体の先端で直接接続しなければならない。複数の入力用導体又は出力用導体

を分岐接続してはならない（例えば，ブリッジタップは用いてはならない。）。 
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5.6.5 アプリケーションアウトレット 

5.6.5.1 階層 

ICT アプリケーションだけをサポートする配線設備において，アプリケーションアウトレットを TO と

呼ぶ。TO は，必要に応じて BCT アプリケーションをサポートするために用いることも可能である。 

BCT アプリケーションをサポートする配線設備において，アプリケーションアウトレットを BO と呼ぶ。

BO は，必要に応じて ICT アプリケーションをサポートするために用いることも可能である。 

5.6.5.2 通信アウトレット 

TO は，建物の設計に従って，かつ，国の条例及び現地の規則の要件に従って，部屋内の容易に利用可能

な場所に配置する。 

それぞれの TO は，10.2.2.1 に従って 4 対を用いて終端することが望ましい。TO ごとに 2 対を 4 対の代

わりに用いてもよい。しかしながら，一般的なアプリケーションをサポートするためには，TO ごとに 4 対

を用いることが望ましい。最初の対の割当て及びその後の全ての変更を記録するように注意することが望

ましい（管理要件の詳細は，ISO/IEC 14763-2 を参照）。挿入器具によって対の再割当てを行ってもよい。 

5.6.5.3 放送アウトレット 

BO は，建物の設計に従って，かつ，国の条例及び現地の規則の要件に従って，部屋内の容易に利用可能

な場所に配置する。 

カテゴリ BCT-B 平衡ケーブルを用いるそれぞれの BO は，10.2.2.3 に従って終端することが望ましい。 

カテゴリ BCT-C 同軸ケーブルを用いるそれぞれの BO は，10.3.2.1 に従って終端しなければならない。 

平衡ケーブルを用いて BO が ICT アプリケーションもサポートすることを目的とする場合，終端する対

の数は，5.6.5.2 の推奨事項を考慮する。 

5.6.6 機器コード 

アプリケーション固有の機器を配線盤及びアプリケーションアウトレットで配線設備に接続するために

用いる機器コードの性能への寄与は，チャネルの設計で考慮しなければならない。これらのコードの長さ

及び伝送性能に関して仮定をしており，この仮定は，前提条件が関連する場合には特定される。これらの

コードの性能への寄与は，チャネルの設計で考慮しなければならない。8.3 及び 8.4 は，箇条 5 に従った配

線設備の基本配線構成として，コード長さに対する指針を示している。 

6 チャネル性能要件 

6.1 一般 

箇条 6 は，図 7 に示す能動的な機器への接続及び接続間の汎用配線設備の最小チャネル性能を規定し，

チャネルは，ケーブル，接続器具，コード及びジャンパの受動的な部分だけで構成されている。 

チャネル性能は，環境性能と伝送性能との組合せとして規定する。 

汎用配線設備が敷設されている場所の環境区分を 6.2 に示す。 
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配線チャネルの伝送性能の最小要件を 6.3 に規定する。要求される伝送性能は，そのチャネルに規定さ

れた全ての環境性能クラスに対して適合しなければならない。 

これらの部材及び組立完成品間のインタフェースの構造及び材料間の互換性は，要求される機械的性能，

環境性能及び伝送性能がその配線設備の計画した耐用期間中維持することを保証しなければならない。 

JIS X 5150-1:2021 の附属書 E に示されているアプリケーションがサポートされる場合，機器供給者は，

能動機器における接続性能を保証しなければならない。 

アプリケーションのサポートは，チャネル性能による。チャネル性能は，ケーブル長さ，接続点の数及

びチャネルがさらされている環境下における部材の性能による。 

伝送性能及び環境性能は，環境クラスに適した配線部材の選択によって，又は敷設された配線設備に必

要な保護を提供する経路システム及び施工方法を用いることによって保証しなければならない。 

平衡配線設備の伝送性能は，6.3.2 に規定したクラス単位で規定する。 

同軸配線設備の伝送性能は，6.3.3 に規定したクラス単位で規定する。 

光ファイバ配線設備の伝送性能は，6.3.4 に規定する。 

6.2 環境性能 

JIS X 5150-1 の 6.2 を参照。 

6.3 伝送性能 

6.3.1 チャネル構造 

6.3.1.1 ICT チャネル 

住宅内の ICT 配線チャネルは，平衡配線設備又は光ファイバ配線設備によって提供される。電源供給は，

該当する場合，チャネルの仕様に記載されている。 

6.3.1.2 BCT チャネル 

住宅内の BCT チャネルは，平衡配線設備又は同軸配線設備によって提供される。 

6.3.2 平衡配線設備 

6.3.2.1 ICT チャネル性能 

PHD 及び SHD から TO までの配線チャネルは，図 7 に示すように，JIS X 5150-1:2021 の 6.3 に規定され

ているクラス D 以上で要求されるチャネル性能を提供しなければならない。 

そのようなチャネルの一部として敷設されるケーブルは，選択された最小チャネル性能を満たすために

必要な伝送特性（クラス D，クラス EA，クラス E，クラス F 及びクラス FA）を提供しなければならない。

さらに，JIS X 5150-1 の 6.3.2 に規定されている機械的特性を満足しなければならない。 

6.3.2.2 BCT チャネル性能 

図 7 に示す PHD 及び SHD から BO までの配線チャネルは， JIS X 5150-1:2021 の 6.3 に規定されている
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クラス BCT-B のチャネル性能を提供しなければならない。 

BCT-B-L チャネルは，47 MHz〜862 MHz の周波数範囲で IEC 60728 シリーズに適合した BCT アプリケ

ーションをサポートし，補償なしで配信される。BCT-B-M チャネルは，最大 6 dB の補償が必要である。

チャネル長さが長くなると，特別なシステム設計が必要になる。 

6.3.3 同軸配線設備 

図 7 に示す PHD 及び SHD から BO までの配線チャネルは， JIS X 5150-1:2021 の 6.4 に規定されている

クラス BCT-C のチャネル性能を提供しなければならない。 

BCT-C-L チャネルは，47〜862 MHz の周波数範囲で IEC 60728 シリーズに適合した BCT アプリケーシ

ョンをサポートし，補償なしで配信される。BCT-C-M チャネルは，最大 6 dB の補償が必要である。チャ

ネル長さが長くなると，特別なシステム設計が必要になる。 

6.3.4 光ファイバ配線設備 

光ファイバ部材の選択は，サポートするアプリケーション及び必要なチャネル長さを考慮しなければな

らない。また，配線設備の予想される平均耐用年数中にサポートするアプリケーションの想定する変更を

考慮することが望ましい。 

配線設備は，JIS X 5150-1:2021 の附属書 E の関連アプリケーションをサポートするために必要なチャネ

ル性能を提供するために，9.4 で参照しているケーブル化した光ファイバを用い，次のパラメータに対して

設計しなければならない。 

a) チャネル減衰量 

b) チャネル長さ 

チャネル性能は，JIS X 5150-1:2021 の 6.5 の要件を満足しなければならない。 

7 リンク性能要件 

7.1 一般 

リンクは，ケーブル及び接続部の受動部分だけで構成される。これらの部材間のインタフェースの構造

及び材料間の互換性によって，必要な機械的性能，環境性能及び伝送性能をその配線設備の計画した平均

耐用期間中に確実に維持しなければならない。 

7.2 平衡配線設備 

リンク性能は，JIS X 5150-1:2021 の 7.2 の要件に適合しなければならない。 

7.3 同軸配線設備 

リンク性能は，JIS X 5150-1:2021 の 7.3 の要件に適合しなければならない。 

7.4 光ファイバ配線設備 

リンク性能は，JIS X 5150-1:2021 の 7.4 の要件に適合しなければならない。 
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8 基本配線構成 

8.1 一般 

箇条 8 は，箇条 9，箇条 10 及び箇条 11 で参照する部材を利用する汎用配線設備の施工について記載す

る。これらの基本配線構成は，箇条 5 の要件に適合しており，ISO/IEC 14763-2 に従って施工された場合，

箇条 6 のチャネル伝送性能要件に適合している。 

8.2 チャネル構造 

図 11 は，8.3 及び 8.4 に規定する住宅用配線設備の範囲を，箇条 6 の ICT 及び BCT チャネル仕様と関連

付けるために用いるモデルを示す。 

図 11 は，配線盤から TO 及び BO までのチャネル構成を示す。図 11 に示すチャネルには，最大四つの

接続が含まれている。 
 

  TE

PHD又はSHD

C
TO又はBO

CC EQP C

チャネル

a) 2点接続チャネル

b) 4点接続チャネル

PHD

C EQP C CC

SHD

  TECC
TO又はBO

チャネル

 
記号説明 
  C  ： 接続点 

EQP： 伝送装置 

TE： 端末機器 
PHD： 住宅用一次配線盤 
SHD： 住宅用二次配線盤 
TO： 通信アウトレット 
BO： 放送アウトレット 

 

図 11－ICT 及び BCT チャネル（PHD/SHD～TO/BO 間）における基本配線構成 
 

必要な伝送性能を達成するために，配線盤で機器に直接接続する配線設備を設計可能であるが，インフ

ラストラクチャの柔軟性を制限することになり，箇条 5 の要件には適合しない。 
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8.3 平衡配線設備 

8.3.1 一般 

箇条 9，箇条 10 及び箇条 11 で参照する平衡部材は，カテゴリで定義されている。表 2 の基本配線構成

において，それぞれの配線チャネルで用いる部材は，9.2 に従って同じ公称インピーダンスをもたなければ

ならない。 

表 2 に記載している平衡配線接続の基本配線構成は，動作温度が 20 ℃を超えた場合のチャネル長さの

低減が含まれている。そのような条件（周囲温度の影響及び／又は配線設備でサポートされているアプリ

ケーションの影響）の下で特定のチャネル長さを維持するために，次のいずれかを適用する。 

a) 8.3.2 及び 8.3.3 に詳細に説明しているよりも少ない挿入損失のケーブルを指定する。 

b) 適切な保護を施し，チャネルの運用温度を下げる。 

カテゴリの違うケーブルと接続器具とを一つのチャネル内で混在させることが可能である。しかしなが

ら，配線性能は，最も性能の低い部材のカテゴリによって決定される。 

汎用配線設備は，PHD から TO 及び BO までの伝送経路を提供する。 

8.3.2 ICT チャネル 

平衡配線部材の選択は，サポートするクラスによって決定する。配線クラスによってサポートされるア

プリケーションは，JIS X 5150-1:2021 の附属書 E を参照。 

図 10 の構成を用いて，次の配線性能を提供する。 

a) カテゴリ 5 部材は，クラス D の平衡配線性能を提供する。 

b) カテゴリ 6 部材は，クラス E の平衡配線性能を提供する。 

c) カテゴリ 6A 又はカテゴリ 8.1 の部材は，クラス EA の平衡配線性能を提供する。 

d) カテゴリ 7 部材は，クラス F の平衡配線性能を提供する。 

e) カテゴリ 7A 又はカテゴリ 8.2 の部材は，クラス FA の平衡配線性能を提供する。 

チャネル内で用いるケーブルの長さは，表 2 に示す式によって決定しなければならない。 
 

表2－リンク長さの公式 

モデル 図 
公式 

クラス D クラス E 及びクラス EA クラス F 及びクラス FA 
ICT（2 点接続） 11 a) lh＝109－la×x lh＝104－la×x lh＝105－la×x 
ICT（4 点接続） 11 b) lh＝105－la×x lh＝102－la×x lh＝102－la×x 
 クラス BCT-B-L クラス BCT-B-M  
BCT-B（2 点接続） 11 a) lh＝13.8－la×x lh＝27－la×x 
 クラス BCT-C-L クラス BCT-C-M 
BCT-C（2 点接続） 11 a) lh＝35－la×x lh＝75－la×x 
記号説明 
li ：住宅用一次及び／又は二次ケーブルの最大長さ（m） 
la ：パッチコード，ジャンパ及び機器コードの長さの総和（m） 
X ：固定ケーブルの挿入損失（dB/m）に対する可とうケーブルの挿入損失（dB/m）の比 
   ICT ケーブル及び BCT-B ケーブル（平衡）の場合，1.5 をデフォルト値として用いる。 
   BCT-C（同軸）の場合，1.25 をデフォルト値として用いる。 
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20 ℃を超える運用温度では，li の値は次のとおり減じることが望ましい。 
1) スクリーン付平衡ケーブルでは，20 ℃～60 ℃で 1 ℃当たり 0.2 %減じる。 
2) 非スクリーン平衡ケーブルでは，20 ℃～40 ℃で 1 ℃当たり 0.4 %減じる。 
3) 非スクリーン平衡ケーブルでは，40 ℃～60 ℃で 1 ℃当たり 0.6 %減じる。 
4) 同軸ケーブルでは，1 ℃当り 0.2 %を減じる。 
これらはデフォルト値であり，ケーブルの実際の特性が不明な場合に用いることが望ましい。 
計画した動作温度が 60 ℃を超える場合は，製造業者又は提供者の情報を参照しなければならない。 
20 ℃を超える“基準”温度において箇条 9 の減衰要件に適合するようにケーブルが規定されている場合，計算は

“基準”温度を超える計画温度だけに適用される。 

8.3.3 BCT チャネル 

図 11 a) の構成を用いて，箇条 9，箇条 10 及び箇条 11 で詳細に説明しているカテゴリ BCT-B 部材は，

クラス BCT-B の配線性能を提供する。 

チャネル内で用いるケーブルの長さは，表 2 に示す式によって決定しなければならない。 

BCT-B チャネルを 75 Ωの同軸接続をもつ機器に接続するためには，バランを用いる必要がある（附属

書 A 参照）。 

8.4 同軸配線設備 

表 2 に記載する同軸配線設備の基本配線構成は，動作温度が 20 ℃を超えた場合のチャネル長さの低減

が含まれている。そのような条件（周囲温度の影響，及び／又は配線設備でサポートされているアプリケ

ーションの影響による）の下で特定のチャネル長さを維持するために，次のいずれかを適用する。 

a) 8.3.3 に詳細に説明しているよりも少ない挿入損失のケーブルを指定する。 

b) 適切な保護を施し，チャネルの運用温度を下げる。 

図 11 a) の構成を用いて，箇条 9，箇条 10 及び箇条 11 に詳細に説明しているカテゴリ BCT-C 部材は，

クラス BCT-C の配線性能を提供する。 

チャネル内で用いるケーブルの長さは，表 2 に示す式によって決定しなければならない。 

8.5 光ファイバ配線設備 

8.5.1 一般 

光ファイバ部材は，箇条 9，箇条 10 及び箇条 11 による。光ファイバは，物理構造（コア及びクラッド

の直径）及びケーブル内の伝送性能カテゴリによって規定する。 

8.5 の基本配線構成では，それぞれの配線チャネルで用いる光ファイバは，同じ物理構造仕様で，かつ，

ケーブル化した光ファイバは，同じカテゴリでなければならない。 

二つ以上の物理構造又はケーブル化した光ファイバカテゴリを一つの配線サブシステムの中で用いる場

合，その配線設備は，それぞれの配線種別が明確に識別可能なように表示しなければならない。 

8.5.2 部材の選択 

光ファイバ部材は，要求されるチャネル長さ及び既存のアプリケーション並びに将来サポートが予想さ

れるアプリケーションによって選択しなければならない。選択の指針を参照として JIS X 5150-1:2021 の附

属書 E に示す。 
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8.5.3 範囲 

図 11 のモデルは，住宅用配線設備の光ファイバ配線設備に適用可能である。チャネル長さは，用いるケ

ーブル化した光ファイバカテゴリのチャネル長さ制限によって決まる（JIS X 5150-1:2021 の附属書 E 参

照）。固定光ファイバ配線設備を終端するために用いる接続システムは，かん合した接続器具及びスプライ

ス（恒久又は再使用可）を含んでもよい。また，クロスコネクトは，再使用可能なスプライスを含んでも

よい。 

チャネル内で用いるかん合接続及びスプライスの増加に応じて追加される減衰量に対応するために，チ

ャネル全体の長さは，減らさなければならない。 

アプリケーションの最大チャネル挿入損失（又は必要に応じて，光パワー量）に余裕がある場合には，

接続点を追加してもよい（JIS X 5150-1:2021 の附属書 E を参照）。 

9 ケーブルの要件 

9.1 一般 

箇条 9 は，次の最小要件を規定する 

a) 5.3 に規定する住宅用一次配線サブシステム及び住宅用二次配線サブシステムに敷設し，箇条 7 の基

本配線構成で用いるケーブル 

b) 箇条 11 に規定するコードとして組み立て，箇条 7 の基本配線構成で用いる可とう平衡ケーブル 

c) ジャンパとして用いる平衡ケーブル又はケーブル要素 

9.2 平衡ケーブル 

9.2.1 ICT ケーブル 

平衡ケーブルは，JIS X 5150-1:2021 の 9.3.1 及び 9.3.2 の要件に適合しなければならない。 

9.2.2 BCT ケーブル 

平衡ケーブルは，JIS X 5150-1:2021 の 9.3.1 及び 9.3.3 の要件に適合しなければならない。 

9.3 同軸ケーブル 

同軸ケーブルは，JIS X 5150-1:2021 の 9.4 の要件に適合しなければならない。 

9.4 光ファイバケーブル 

ケーブル化した光ファイバは，JIS X 5150-1:2021 の 9.5 の要件に適合しなければならない。 

10 接続器具の要件 

10.1 一般要件 

接続器具は，次の位置に設置する。 

a) 配線サブシステム間のクロスコネクト接続及びアプリケーション固有の機器へのインタコネクト接続
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を提供する住宅用配線盤（PHD 又は SHD）内 

b) TO 及び BO 

10.2 平衡配線設備のための接続器具 

10.2.1 一般要件 

JIS X 5150-1:2021 の 10.1 を参照。 

10.2.2 電気的性能，機械的性能及び環境性能 

10.2.2.1 TO で用いる ICT 配線接続器具 

JIS X 5150-1:2021 の 10.2 及び 10.6 を参照。 

注記 一部の地方規約又は現地の規則によって，特に住宅用の電話用アウトレットには特定のコネクタ

が必要とされる。 

TO における対の再配置は，中間ケーブル終端の変更で行わないことが望ましい。TO で対の再配置を行

う場合には，アウトレットの終端配列を明確に識別しなければならない。 

10.2.2.2 その他の場所で用いる ICT 配線接続器具 

次の要件は，TO 以外の全ての場所で用いる接続器具に適用する。 

JIS X 5150-1:2021 の 10.1 を参照。 

カテゴリ 5，カテゴリ 6，カテゴリ 6A，カテゴリ 7，カテゴリ 7A，カテゴリ 8.1 及びカテゴリ 8.2 の接続

器具は，JIS X 5150-1:2021 の 10.2 に適合しなければならない。その他の接続器具は，少なくとも JIS X 
5150-1:2021 の B.4 に規定されている機械的条件及び環境条件に適合しなければならない。 

10.2.2.3 BO で用いる BCT 配線接続器具 

JIS X 5150-1:2021 の 10.3 及び 10.7 を参照。 

BO での対の再配置は，中間ケーブル終端の変更を含めないことを推奨する。BO で対の再配置を行う場

合，アウトレットの終端の構成を明確に識別しなければならない。 

10.2.2.4 その他の場所で用いる BCT 配線接続器具 

次の要件は，BO 以外の全ての場所で用いる接続器具に適用する。 

JIS X 5150-1:2021 の 10.1 を参照。 

カテゴリ BCT-B の接続器具は，JIS X 5150-1:2021 の 10.3 に適合しなければならない。その他の接続器

具は，少なくとも JIS X 5150-1:2021 の B.4 に規定されている機械的条件及び環境条件に適合しなければな

らない。 

10.3 同軸配線設備用接続器具 

10.3.1 一般要件 
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JIS X 5150-1:2021 の 10.1 を参照。 

10.3.2 電気的性能，機械的性能及び環境性能 

10.3.2.1 BO で用いる接続器具 

JIS X 5150-1:2021 の 10.4 及び 10.10 を参照。 

10.3.2.2 その他の場所で用いる接続器具 

JIS X 5150-1:2021 の 10.4 及び 10.10 を参照。 

10.4 光ファイバ配線設備のための接続器具 

10.4.1 一般要件 

JIS X 5150-1:2021 の 10.1 を参照。 

10.4.2 光学性能，機械的性能及び環境性能 

10.4.2.1 TO で用いる接続器具 

対象エリア内の光ファイバケーブルは，IEC 61754-20 シリーズに適合した 2 芯 LC コネクタを用いて TO
で住宅用一次配線設備（又は該当する場合は，住宅用二次配線設備）に接続しなければならない。 

10.4.2.2 その他の場所で用いる接続器具 

JIS X 5150-1:2021 の 10.5，10.11 及び 10.12 を参照。 

11 コード 

11.1 ジャンパ 

9.2 を参照。 

11.2 平衡コード 

JIS X 5150-1:2021 の 11.1，11.2 及び 11.3 を参照。 

11.3 同軸コード 

JIS X 5150-1:2021 の 11.1，11.2 及び 11.4 を参照。 

11.4 光ファイバコード 

JIS X 5150-1:2021 の 11.1，11.2 及び 11.5 を参照。 
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附属書 A 
（参考） 

TV 及びラジオの基本配線構成－バランの利用 
 

A.1 バランの種類及び場所 

A.1.1 一般 

BCT-B チャネルを 75 Ω同軸接続部のある機器に接続するには，バランを用いる必要がある。 

同様に，平衡 BCT-B チャネルを CATV ネットワーク又は全ての供給同軸システムに接続するには，ホー

ムネットワークインタフェース（HNI）でバランを用いる必要がある。 

図 A.1～図 A.4 は，単独居住者用住宅内でバランのある場所を示す。 

注記 バランを用いることによって，製造業者の取扱説明書に従って，ICT パーマネントリンクを用

いて BCT アプリケーションを実行可能である。 

A.1.2 ENI で用いるバラン及び PHD に接続する機器インタフェースで用いるバラン 

図 A.1 は，住宅に同軸システムが供給される構成を示す。バランは，この同軸システムを PHD を含む平

衡配線設備に接続するために用いる。 

この場合バランは，アプリケーションに依存する機器の一部であるため，IEC 60728 に適合した信号を

住宅に提供するためのアプリケーション固有の要件に適合していることを前提とする（図 A.5 参照）。 

バランが下り方向の周波数範囲（47 MHz～862 MHz）及び上り方向の周波数範囲（5 MHz～65 MHz）に

適用不可能な場合，それぞれの方向に対して適切な周波数範囲をもつ 2 種類のバランを用いることを推奨

する。 
 

BCT-Bパーマネントリンク

平衡
スプリッタ

バランHNI

ENI

PHD

 
記号説明 

ENI 外部ネットワークインタフェース 
PHD 住宅用一次配線盤 
HNI ホームネットワークインタフェース 

図 A.1－ENI で用いるバラン 
 



29 
X 5150-4：0000 (ISO/IEC 11801-4：2017＋Cor 1：2018) 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

図 A.2 は，住宅に同軸システムが供給される構成を示す。バランは，同軸システムを平衡 PHD に接続す

るために又は平衡パーマネントリンクに直接接続するために用いる。 

この場合バランは，アプリケーションに依存する機器の一部であるため，IEC 60728-1 に適合した信号

を平衡パーマネントリンクに提供するためのアプリケーション固有の要件に適合していることを前提とす

る（図 A.5 参照）。 

バランが下り方向の周波数範囲（47 MHz～862 MHz）及び上り方向の周波数範囲（5 MHz～65 MHz）に

適用不可能な場合，それぞれの方向に対して適切な周波数範囲をもつ 2 種類のバランを用いることを推奨

する。 
 

BCT-Bパーマネントリンク
バラン

同軸
スプリッタ

PHD

ENI

HNI

 
記号説明 

ENI 外部ネットワークインタフェース 
PHD 住宅用一次配線盤 
HNI ホームネットワークインタフェース 

図 A.2－PHD 内で用いるバラン 

A.1.3 BO 内又は近くで用いるバラン 

図 A.3 は，バランが BO の壁アウトレットに組み込まれている場合を示す（インサートとしてだけ）。こ

の場合 BO での不平衡コネクタは，もはや存在せず，パーマネントリンクは，箇条 7 に規定した性能を満

足することが望ましい。次の事項を前提とする。 

a) バランの同軸ポートから測定した入力インピーダンスは，75 Ω±3 Ωである。 

b) バランの同軸ポートから測定した最小反射減衰量は，5 MHz～42 MHz 又は 5 MHz～65 MHz（上り方

向）の範囲で 14 dB，最大 470 MHz の VHF 及び UHF TV の範囲で 12 dB，470 MHz～862 MHz の範囲

で 10 dB である。 

c) バランの挿入は，JIS X 5150-1:2021 の 6.3 に規定する結合減衰量を悪化させない。 

d) バランの挿入は，搬送波対雑音及び IEC 60728-1 で規定された搬送波対複合ビート（うなり）に影響

しない。 

e) バランの挿入は，表 A.1 に示した値よりも大きな総断面勾配（HNI からバランの同軸ポートまで）を

生じない。 

バランが下り方向の周波数範囲（47 MHz～862 MHz）及び上り方向の周波数範囲（5 MHz～65 MHz）に

適用不可能な場合，それぞれの方向に対して適切な周波数範囲をもつ 2 種類のバランを用いることを推奨

する。 
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SO

BO バランBCT-Bパーマネントリンク

 
記号説明 
 

SO システムアウトレット 
BO 放送アウトレット 

 

図 A.3－システムアウトレットに組み込まれているバラン 

A.1.4 BO と端末機器との間のコード内のバラン 

図 A.4 は，バランが機器コード内にある場合を示す。次の事項を前提とする。 

a) 機器コードの同軸ポートから測定した入力インピーダンスは，75 Ω±3 Ωである。 

b) 機器コードの同軸ポートから測定した最小反射減衰量は，5 MHz～42 MHz 又は 5 MHz～65 MHz（上

り方向）の範囲で 14 dB，最大 470 MHz の VHF 及び UHF TV の範囲で 12 dB，470 MHz～862 MHz の

範囲で 10 dB である。 

c) バランの挿入は，JIS X 5150-1:2021 の 6.3 に規定する結合減衰量を悪化させない。 

d) 機器コードの挿入は，搬送波対雑音及び IEC 60728-1 で規定された搬送波対複合ビート（うなり）に

影響しない。 

e) 機器コードの挿入は，表 A.1 に示した値よりも大きな総断面勾配（HNI からバランの同軸ポートまで）

を生じない。 

バランが下り方向の周波数範囲（47 MHz～862 MHz）及び上り方向の周波数範囲（5 MHz～65 MHz）に

適用不可能な場合，それぞれの方向に対して適切な周波数範囲をもつ 2 種類のバランを用いることを推奨

する。 
 

SO

BOBCT-Bパーマネントリンク バラン TI

 
記号説明 
 

SO システムアウトレット 
TI 端子入力（terminal input） 
BO 放送アウトレット 

図 A. 4－BO と TE との間のコード内のバラン 
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A.2 ホームネットワークインタフェース 

図 A.5 は，様々な種類の HNI を示す。種類に応じて，許容される総挿入損失及び断面勾配を表 A.1 に示

す。 

注記 図 A.5 は，IEC 60728-1:2014 の 7.1（図 46 を修正）からの抜粋であり，その規格の要件を明確に

するために示す。 

 
最小信号レベル最大18 dB
以上

システムアウトレットの

最小スロープ最大±7 dB

最小信号レベル3 dB～6 dB
以上

システムアウトレットの

最小スロープ最大±7 dB

スプリッタ及び
他の機能( )* HCL 1：住宅用ケーブルリンク1

総勾配 -5 dB又は-11 dB

HNI 1

HD：住宅用配線盤

パーマネントリンク

SO
（同軸）

TI

同軸システム

アウトレット

受信機リード線

利用しない場合

は，終端する

TV受信機

ケーブルモデム

（同軸入力）

TV受信機

ケーブルモデム

（同軸入力）

TV受信機

ケーブルモデム

（同軸入力）

端末

端末

端末

端末

HD：住宅用配線盤

（同軸）

同軸システム

アウトレット
利用しない場合

は，終端する

受信機リード線

HNI 2

HNI 3
ケース A

増幅器，スプリッ
タ及び他の機能( )*

HCL 2：住宅用ケーブルリンク2

総勾配 -5 dB又は-11 dB

HCL 3：住宅用ケーブルリンク3

総勾配 -5.6 dB又は-11.6 dB

パーマネントリンク

SO TI

最小信号レベル3 dB～6 dB
以上

システムアウトレットの

最小スロープ最大±7 dB

最小信号レベル3 dB～6 dB
以上

システムアウトレットの

最小スロープ最大±7 dB

HD：住宅用配線盤 利用しない場合

は，終端する

HNI 3
ケース B

HD：住宅用配線盤 利用しない場合

は，終端する

増幅器，スプリッ
タ及び他の機能( )*

増幅器，スプリッ
タ及び他の機能( )*

パーマネントリンク

パーマネントリンク

HCL 4：住宅用ケーブルリンク4

総勾配 -5 dB又は-11 dB

受信機リード線

受信機リード線

TI
（同軸）

バラン

平衡システム

アウトレット

同軸システム

アウトレット

バラン SO TI

（同軸）

 
記号説明 
 

SO システムアウトレット 
TI 端子入力（terminal input） 



32 
X 5150-4：0000 (ISO/IEC 11801-4：2017＋Cor 1：2018) 

 著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

(*) 0 dB 又は+6 dB のスロープ補償 
HNI ホームネットワークインタフェース 

図 A.5－HNI の種類 
 

表 A.1－挿入損失及び総断面勾配 

HNI の種類 総挿入損失 総断面勾配 
HNI 1 IEC 60728-1 参照 11 dB 
HNI 2 IEC 60728-1 参照 11 dB 
HNI 3 事例 A IEC 60728-1 参照 11.6 dB 
HNI 3 事例 B IEC 60728-1 参照 11 dB 
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